


わたしたち一人ひとりができることわたしたち一人ひとりができること
● 知ろう
認知症は、いろいろな原因で脳の働きが悪くなったために、記憶力、思考力、
判断力などが低下し、生活のしづらさが起こる状態をいいます。
「認知症」というと高齢者の病気と思われがちですが、働き盛りの年代で認
知症になる人もいます。 ※65歳未満で発症した認知症を若年性認知症といいます。

● 防ごう
認知症の最大の要因は加齢です。認知症予防とは「認知症になるのを遅ら
せる」「認知症になっても進行を緩やかにする」ことを意味しています。
生活の中で今の自分に必要なことを見直して改善していきましょう。

● 相談しよう
認知症は早く相談して、早く発見することが大切です。適切な治療や支援を
利用することで、症状の改善や進行のスピードを遅らせられる場合があり
ます。

● サポートしよう
認知症の人とコミュニケーションをとるときに特別あつかいはいりませんが
適切な接し方や配慮で、症状が安定したり、安心して暮らしていくことがで
きます。
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▶ 認知症に関する心配ごと・困りごと
・地域包括支援センター

　　（各市町に必ず設置されています）

地域包括支援センター

　　（各市町に必ず設置されています）

どこに相談していいか
わからない時はこちらへ

生活習慣の改善
（運動不足、喫煙、多量飲酒、睡眠等）

社会活動への参加・
人との交流や外出等

●認知症のことをもっと詳しく知りたい方は・・・
　　滋賀県ホームページ　認知症および権利擁護について

・認知症の基礎的な知識
・相談したいとき

・もっと知る、誰かと話したいとき
・若年性認知症について　　　など 滋賀県

認知症・権利擁護について


